
随意契約見直し計画（改定版） 
平成 20 年 12 月 

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 
 

１ 随意契約の見直し計画 
 
（１）平成１８年度において、締結した随意契約について点検・見直しを行い、以

下のとおり、随意契約によることが真にやむを得ないものを除き、平成２０年度

から順次全て一般競争入札等に移行することとした。 
 
【全体】 

  
平成１８年度実績 見直し後 

件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 

事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） 

（2.2％） （0.7％）

１ １，７３３

一
般
競
争
入
札

等 

競争入札 
（76.1％） （56.0％）

３５ １３６，５２２

企画競争等 
（1.6％）

      １

（4.8％）

１０，０００

（4.3％） （4.6％）

２ １１，２００

随意契約（企画競争等を実施

を除く。） 

（98.4％） （95.2％） （17.4％） （38.7％）

６３ １９８，３２１ ８ ９４，３０６

合   計 
（100％） （100％） （100％） （100％）

 ６４  ２０８，３２１  ４６ ２４３，７６１

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 

（注３）見直し後は、電気料金について施設ごとに計上している。 

  

ただし、見直し後も随意契約としている契約件数のうち、電気・ガス・水道料金・官報公告

代を除いた件数は、１件、割合は２．６％であり、これらを考慮すると、契約に占める随意契

約の割合は以下のとおり。 
【※全体】（※電気・ガス・水道料金・官報公告代を除く） 

  
平成１８年度実績 見直し後 

件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 

事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） 

（0％） （0％）

0 0

一
般
競
争
入
札

等 

競争入札 
（92.1％） （91.2％）

３５ １３６，５２２

企画競争等 
（2.6％）

      １

（6.7％）

１０，０００

（5.3％） （7.5％）

２ １１，２００

随意契約（企画競争等を実施

を除く。） 

（97.4％） （93.3％） （2.6％） （1.3％）

３７ １３９，６６１ １ １，９４０

合   計 
（100％） （100％） （100％） （100％）

 ３８  １４９，６６１ ３８ １４９，６６１



 
【同一所管法人等】 

  
平成１８年度実績 見直し後 

件数 金額（億円） 件数 金額（億円） 

事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含

む。） 

（  ％） （  ％）

 

一
般
競
争
入
札
等

競争入札 
（  ％） （  ％）

 

企画競争等 
（  ％）

 

（  ％）

 

（  ％） （  ％）

 

随意契約（企画競争等実施

を除く。） 

（100％） （100％） （  ％） （  ％）

 

合   計 
（100％） （100％） （100％） （100％）

        

該当無し 

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 
 
 
【同一所管法人等以外の者】 

  
平成１８年度実績 見直し後 

件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 

事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含

む。） 

（2.2％） （0.7％）

１ １，７３３

一
般
競
争
入
札
等

競争入札 
（76.1％） （56.0％）

３５ １３６，５２２

企画競争等 
（1.6％）

      １

（4.8％）

１０，０００

（4.3％） （4.6％）

２ １１，２００

随意契約（企画競争等を実

施を除く。） 

（98.4％） （95.2％） （17.8％） （38.7％）

６３ １９８，３２１ ８ ９４，３０６

合   計 
（100％） （100％） （100％） （100％）

 ６４  ２０８，３２１  ４６ ２４３，７６１

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 
（注３）見直し後は、電気料金について施設ごとに計上している。 

 
 
 



２ 随意契約見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み及び移行時期 
 
（１）複数年度契約の拡大 

システム関連等の複数年度にわたる契約については、国庫債務負担行為の活

用を検討する。 
  
（２）入札手続きの効率化 

一般競争入札の拡大に伴う業務量の増加を勘案し、電子入札の拡大や公告の

方法等について検討を行う。 
  
（３）保守用務等の契約 
   会計の調達と不可分な関係にある保守業務等の契約については、当該調達を

行う際に保守業務等を含めた契約を行うことができないかを検討する。  
 
（注）個別の契約の移行時期及び手順については、「随意契約の点検・見直しの状

況」に記載 


